
福岡県外から受検を希望される皆様 

福岡県立福岡高等視覚特別支援学校 

 

県外居住者の福岡県立福岡高等視覚特別支援学校への志願手続について 

 

  県外に居住している福岡県立福岡高等視覚特別支援学校志願者の入学志願手続に

ついては下記のとおりです。御理解と御協力をお願いします。 

１ 志願資格 

 県外に居住している志願者は、入学願書提出時までに、現住所のある都道府県の

教育委員会が作成した県外受検許可依頼書を福岡県教育委員会に提出して、その

許可を受けなければならない。ただし、許可を受けるには次に掲げる各号のいずれ

かに該当する者であることを要する。 

（１）本科受検者の場合は入学の日までに保護者とともに県内に転居することが確実

である者（専攻科受検者は別途御相談ください） 

（２）居住する都道府県内の特別支援学校に設置されていない学科に入学を希望する

者であって、原則として入学の日までに県内に転居することが確実である者 

（３）県内の福祉施設等に入所している者、又は入学の日までに入所することが確実

である者 

（４）（１）～（３）のほか、福岡県立特別支援学校を志願することについて、やむ

を得ない事情があると福岡県教育委員会が認める者 

 

２ 受検許可手続 

（１）志願者から地元都道府県教育委員会（以下「地元教委」という。）に本校受検

の希望を申し出、相談する。 

（２）地元教委から本県教育委員会に事前協議を行う。 

（３）本県教育委員会から手続について説明、様式等を送付する。 

（４）地元教委が本県教育委員会に受検許可依頼文書、転居予定申出書及び身元引受

書（志願者が未成年の場合で、かつ保護者とともに転居しない場合）を提出する。 

（５）本県教育委員会が地元教委に受検許可文書を送付する。 

（６）合格決定後、入学の日までに、志願者から本県教育委員会に転居後の住民票（写

し可）を提出（学校経由）する。 

 

              〈提出先〉 

福岡県教育庁教育振興部特別支援教育課学事企画係 

                              TEL:092-643-3909  FAX:092-643-3884 


